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  令和８年３月３１日 

 見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第５号 

   見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部を改正す

る規則 

 見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年見附市規則

第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２項の表中「７，１００円」を「７，３００円」に、「１０，０００

円」を「１０，４００円」に、「１２，９００円」を「１３，５００円」に改める。 

附則第２項中「１００分の２１０」を「１００分の３１８．７５」に、「１００

分の１０２．５」を「１００分の１５７．５」に改める。 

別表第１医療的ケア看護職員の項中「８６」を「９０」に改め、同表家庭児童相

談員の項を削り、同表看護師（病後児保育室）の項中「８６」を「９０」に改め、

同表助産師の項を削る。 

別表第１に次のように加える。 

校内教育支援センター支援員 １  ２ １  ９ 

巡回支援専門員 １ ９０ １ ９０ 

調理員 １  ４ １  ６ 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


